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主 文 

１ 控訴人の控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。 

 ⑴ 被控訴人Ｙ１，被控訴人Ｙ５及び被控訴人Ｙ６は，控訴人に対し，それぞれ，

被控訴人Ｙ７，被控訴人Ｙ８及び被控訴人Ｙ９と連帯して，１５１万２５０

０円及びこれに対する平成２６年７月７日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

 ⑵ 被控訴人Ｙ２及び被控訴人Ｙ３は，控訴人に対し，それぞれ，被控訴人Ｙ７，

被控訴人Ｙ８及び被控訴人Ｙ９と連帯して，７５万６２５０円及びこれに対す

る平成２６年７月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ⑶ 被控訴人Ｙ４は，控訴人に対し，被控訴人Ｙ７，被控訴人Ｙ８及び被控訴人

Ｙ９と連帯して，６０５万円及びこれに対する平成２６年７月７日から支払済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ⑷ 被控訴人Ｙ７，被控訴人Ｙ８及び被控訴人Ｙ９は，控訴人に対し，連帯して，

１２１０万円及びこれに対する平成２６年７月７日から支払済みまで年５分

の割合による金員を，上記⑴の金員の限度で被控訴人Ｙ１，被控訴人Ｙ５及び

被控訴人Ｙ６と，上記⑵の金員の限度で被控訴人Ｙ２及び被控訴人Ｙ３と，上

記⑶の金員の限度で被控訴人Ｙ４とそれぞれ連帯して支払え。 

 ⑸ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを３分し，その２を被控訴人らの負担と

し，その余を控訴人の負担とする。 

３ この判決は，第１項⑴ないし⑷に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由  

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

 ２ 被控訴人Ｙ１，被控訴人Ｙ５及び被控訴人Ｙ６は，控訴人に対し，それぞれ，

被控訴人Ｙ７，被控訴人Ｙ８及び被控訴人Ｙ９と連帯して，２４３万７５００円
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及びこれに対する平成２６年７月７日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え。 

３ 被控訴人Ｙ２及び被控訴人Ｙ３は，控訴人に対し，それぞれ，被控訴人Ｙ７，

被控訴人Ｙ８及び被控訴人Ｙ９と連帯して，１２１万８７５０円及びこれに対

する平成２６年７月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 被控訴人Ｙ４は，控訴人に対し，被控訴人Ｙ７，被控訴人Ｙ８及び被控訴人Ｙ

９と連帯して，９７５万円及びこれに対する平成２６年７月７日から支払済み

まで年５分の割合による金員を支払え。 

５ 被控訴人Ｙ７，被控訴人Ｙ８及び被控訴人Ｙ９は，控訴人に対し，連帯して，

１９５０万円及びこれに対する平成２６年７月７日から支払済みまで年５分の

割合による金員を，第２項の金員の限度で被控訴人Ｙ１，被控訴人Ｙ５及び被控

訴人Ｙ６と，第３項の金員の限度で被控訴人Ｙ２及び被控訴人Ｙ３と，前項の金

員の限度で被控訴人Ｙ４とそれぞれ連帯して支払え。 

第２ 事案の概要（略語は，特に断りのない限り，原判決の例による。以下同じ。） 

１ 本件は，指定暴力団であるＣ会の構成団体であるＤ組等の構成員である被控

訴人Ｙ９を含むグループ（本件詐欺グループ）により，控訴人の息子になりすま

し同人が現金を至急必要としているかのように装って１０００万円の金員をだ

まし取る詐欺（本件詐欺行為）の被害を受けた控訴人が，①本件詐欺行為は暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成２０年法律第２８号による

改正後のもの。以下「暴対法」という。）３１条の２の「威力利用資金獲得行為」

を行うについてされたものであり，本件詐欺行為の当時，亡Ａ（以下「Ａ」とい

う。原審係属中に死亡），被控訴人Ｙ７及び被控訴人Ｙ８（以下，上記３名を併

せて「Ａら」という。）はＣ会の「代表者等」（同条本文）であったと主張して，

Ａの相続人である被控訴人Ｙ１，Ｂ，被控訴人Ｙ４，被控訴人Ｙ５及び被控訴人

Ｙ６（以下併せて「被控訴人Ｙ１ほか４名」という。）並びに被控訴人Ｙ７及び

被控訴人Ｙ８に対し，同条本文に基づき，②本件詐欺行為はＣ会の事業の執行に
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ついて行われたものであり，本件詐欺行為の当時，Ａは被控訴人Ｙ９の使用者で

あり，被控訴人Ｙ７及び被控訴人Ｙ８はＡに代わって事業を監督する者であっ

たと主張して，Ａの相続人である被控訴人Ｙ１ほか４名に対し民法７１５条１

項本文に基づき，被控訴人Ｙ７及び被控訴人Ｙ８に対し民法７１５条２項に基

づき，被控訴人Ｙ９に対し民法７１９条１項前段に基づき，本件詐欺行為による

控訴人の財産的損害１０００万円，慰謝料５００万円及び弁護士費用４５０万

円の合計１９５０万円（Ａの相続人である被控訴人Ｙ１ほか４名に対しては各

法定相続分の割合で按分した金額）の損害賠償金並びにこれに対する本件詐欺

行為の日である平成２６年７月７日から支払済みまで民法所定の年５分（平成

２９年法律第４４号による改正前の民法４０４条所定の利率。以下同じ。）の割

合による遅延損害金の連帯支払（被控訴人Ｙ１ほか４名に対しては上記の各按

分額の限度での連帯支払）を求める事案である。 

 原審は，本件詐欺行為の当時，被控訴人Ｙ９はＤ組等の構成員であったと推認

され，この推認を覆すに足りる証拠はないものの，被控訴人Ｙ９がＣ会又はその

構成団体であるＤ組等の威力を利用したと認めることはできず，また，被控訴人

Ｙ９がＣ会の事業として本件詐欺行為を行ったと認めることもできないから，

Ａらが控訴人に対し暴対法３１条の２又は民法７１５条に基づく損害賠償責任

を負うとは認められないとして，控訴人の請求を被控訴人Ｙ９に対し控訴人の

本件詐欺行為による財産的損害１０００万円及び弁護士費用１００万円の合計

１１００万円並びにこれに対する不法行為の日である平成２６年７月７日から

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で

認容し，被控訴人Ｙ９に対するその余の請求並びに被控訴人Ｙ１ほか４名，被控

訴人Ｙ７及び被控訴人Ｙ８に対する請求をいずれも棄却したところ，控訴人が

上記の敗訴部分を不服として控訴した。 

 原判決の言渡し後，Ａの訴訟承継人の一人であるＢが死亡し，その相続人であ

る被控訴人Ｙ２及び被控訴人Ｙ３がその訴訟承継人となった（以下，Ａ及びＢの
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訴訟承継人である被控訴人６名を併せて「被控訴人Ａ承継人ら」といい，被控訴

人Ｙ９を除く被控訴人８名を併せて「被控訴人Ｙ１ら」という。）。 

２ 暴対法の定め，前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，以下のとお

り原判決の補正（当審における当事者の主張の付加を含む。）をし，後記３のと

おり当審における当事者の主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中

の第２の１並びに「２ 前提事実」及び「２ 争点及びこれに関する当事者の主

張」（原判決３頁３行目から１６頁２１行目まで）に記載のとおりであるから，

これを引用する（以下，補正後の引用に係る上記「２ 

。 

 原判決３頁４行目から５行目にかけての「Ｅ´（以下「Ｅ´」という。）」を

「Ｅ（以下「Ｅ」という。甲２８の１・２）」に改める。 

 原判決４頁７行目から８行目にかけての「同委員会告示第１９９号」の次に

「（暴対法７条１項及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行

規則（平成３年国家公安委員会規則第４号。以下「暴対法施行規則」という。）

５条に基づく公示）」を加え，同頁９行目の「指定された」を「指定され，同告

示は同月２３日から効力を生じた」に改め，同頁１０行目の「Ａは，」の次に「平

成１７年までＣ会Ｃ一家六代目総長の地位にあり（甲２３，乙１），」を，同行の

「前記⑶の告示」の次に「及び平成２８年６月２０日付け東京都公安委員会告示

第２１９号（効力発生日は同月２３日。甲１２）」をそれぞれ加え，同頁１２行

目及び１４行目の各「被告Ｂ」をいずれも「Ｂ」に改め，同頁１５行目末尾の次

に改行して「Ｂ（Ａの二女）は，令和元年７月１９日に死亡した。被控訴人Ｙ２

はＢの夫であり，被控訴人Ｙ３はＢ及び被控訴人Ｙ２の子である。（弁論の全趣

旨）」を，同頁１６行目の「被告Ｙ７は，」の次に「平成１０年頃から」をそれぞ

れ加え，同頁１７行目の「である（弁論の全趣旨）」を「であって（弁論の全趣

旨），平成１７年４月にＡからＣ会Ｃ一家総長の地位を承継し，以後，同七代目

総長の地位にある（甲２３，乙１）」に，同頁２１行目の「Ｆ会」を「Ｆ會ない
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しＦ興業」に，同頁２２行目の「平成２４年１２月」から５頁４行目末尾までを

「平成１０年１１月３日当時，Ｆ興業の代行であり，かつ，Ｄ組の組長であった

が，同日，二代目Ｆ興業を襲名し，Ｄ組改めＦ會内二代目Ｆ興業として活動する

ようになった。Ｄは，平成１１年５月頃にＧがＦ會内三代目Ｆ興業を継承したこ

とから，再びＤ組を名乗るようになり，平成２５年１１月２５日，Ｄが二代目Ｆ

會会長を，Ｈが二代目Ｄ組組長をそれぞれ襲名した。（甲４８。以下，Ｄ組及び

Ｆ會ないしＦ興業を総称して「Ｄ組等」という。）」にそれぞれ改める。 

⑶ 原判決５頁１０行目の「２」を「３」に改める。 

⑷ 原判決１０頁９行目を「ａ 本件詐欺行為が指定暴力団の威力を利用して

行われたものであること」に，同頁２６行目の「「威力を利用して」」を「指定

暴力団の威力を利用して」にそれぞれ改める。 

⑸ 原判決１１頁１行目の「威力を利用して」を「指定暴力団の威力を利用して」

に改め，同頁２１行目の「本件詐欺行為は」の次に「指定暴力団の威力を利用

して行われたものであり，」を加える。 

３ 当審における当事者の主張 

⑴ 争点１（被控訴人Ｙ９は本件詐欺行為当時Ｄ組等の構成員であったか否か）

について 

 （被控訴人Ｙ１らの主張） 

被控訴人Ｙ９が，公判段階の被告人質問においてＤ組等の構成員である旨

を供述したのは，Ｄ組等の関係者が被控訴人Ｙ９の公判を誰も傍聴しておら

ず，Ｄ組等の構成員を自称していることがＤ組等の関係者に判明する心配は

ないと思っていたためである。また，被控訴人Ｙ９が，Ｄ組等を辞めるつもり

であると供述しながら，Ｄ組等に脱退通知書を送付し又はＤ組等から脱退証

明書を取得していないのは，実際にはＤ組等の構成員ではなかったためであ

る。 

  ⑵ 争点２（Ａらは控訴人に対し暴対法３１条の２本文の損害賠償責任を負う
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か否か）について 

   （被控訴人Ｙ１らの主張） 

Ｉが，被控訴人Ｙ９に対し受け子の仕事の紹介を受けることを断ったにも

かかわらず，被控訴人Ｙ９から交付された３万円で受け子の仕事をするため

のスーツやワイシャツ等を購入し，受け子の仕事をするために指示された場

所で待機をするなどした上，一旦は郡山市に戻りながら，自ら被控訴人Ｙ９に

対し受け子の仕事を紹介するよう依頼し，以後，逮捕されるまで受け子の仕事

を続けたのは，金を稼ぎたいというＩ自身の意思によるものであり，被控訴人

Ｙ９がＣ会の威力を利用したものとは認められない。 

⑶ 争点４（本件詐欺行為により控訴人が受けた損害の額）について 

   （控訴人の主張） 

ア 慰謝料について 

特殊詐欺は，被害者を精神的・身体的に追い詰める犯罪である点において

殺人に比肩すべきものであること，詐取された金員の取戻しが容易でない

こと，仮に取り戻すことができたとしても長期間を要すること，控訴人は独

居の高齢者であり今回の被詐取金員を生活の当てにしていたこと，自分に

は何ら非がないにもかかわらず親族から叱責されるなどの二次的損害を受

けていること，控訴人が今回の事件を機に外部者との交流を必要以上に恐

れ，体力・判断能力の低下を招き，特別養護老人ホーム入所の遠因となって

いること等を勘案すると，控訴人は，生命・身体に対する不法行為に比肩す

べき精神的な損害を被ったというべきである。これらの事情を勘案すれば，

控訴人の精神的損害を慰謝すべき慰謝料の額は５００万円を下らない。 

イ 弁護士費用について 

  本件においては，控訴人の身辺の安全の確保や主張立証活動に労力を要

すること等から，多数の弁護士による対応が必要不可欠であることを勘案

すると，弁護士費用として，財産的損害及び精神的損害の合計額の３割に相
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当する４５０万円が認められるべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所は，控訴人の請求は,①被控訴人Ｙ１，被控訴人Ｙ５及び被控訴人Ｙ

６に対し各１５１万２５００円，②被控訴人Ｙ２及び被控訴人Ｙ３に対し各７

５万６２５０円，③被控訴人Ｙ４に対し６０５万円，④被控訴人Ｙ７，被控訴人

Ｙ８及び被控訴人Ｙ９に対し各１２１０万円の損害賠償金並びにこれらに対す

る本件詐欺行為の日である平成２６年７月７日から支払済みまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払（上記④の被控訴人３名の間では相互の連

帯支払，上記④の被控訴人３名と上記①ないし③の被控訴人Ａ承継人らとの間

では上記①ないし③の各金員の限度での連帯支払）を求める限度で理由があり，

その余はいずれも理由がないと判断するものであり，その理由は以下のとおり

である。 

 ２ 被控訴人Ｙ９等の不法行為及び争点１（被控訴人Ｙ９は本件詐欺行為当時Ｄ

組等の構成員であったか否か）について 

 被控訴人Ｙ９を含む本件詐欺グループが控訴人に対し本件詐欺行為を行った

ことは， ところ，争点１（被控訴人Ｙ９は本件詐欺行

為当時Ｄ組等の構成員であったか否か）に関する当裁判所の判断は，以下のとお

り原判決の補正（当審における当事者の主張に対する判断の付加を含む。）をす

るほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」（以下「原

判決第３」という。）の 及び⑵（原判決１７頁２行目から２２頁１行目まで）

に記載のとおりであるから，これを引用する（以下，補正後の引用に係る同２

ア以下の事実を「認定事実ア」のようにいう。）。 

⑴ 原判決１７頁３行目の「甲９ないし１１，」の次に「甲１４ないし１７，」を，

「甲２５，」の次に「甲４６，甲５７，」をそれぞれ加え，同頁６行目から７行

目にかけての「及び」を「において，平成２１年頃にＤから盃を受けてＤ組等

の組員になった旨を供述しており，」に，同行の「において」を「においても」
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に，同行，同頁９行目及び１１行目の各「Ｄ組」をいずれも「Ｄ組等」に，同

行の「認識するまで」を「認識した後もなお」にそれぞれ改める。 

 原判決１９頁２０行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 

   「ウ  被控訴人Ｙ９は，福島刑務所の在監中である平成２５年７月１７日に

 Ｄ組等の構成員であるＪと養子縁組をし，本件詐欺行為について詐欺

罪で起訴された後の平成２８年２月１７日にＪと離縁した。」 

⑶ 原判決１９頁２１行目の「ウ」を「 」に改める。 

⑷ 原判決２０頁３行目の「出所した後」の次に「の平成２６年５月３０日から

平成２８年２月２１日までの間」を加え，同頁４行目の「住民登録をした」を

「住民登録をしていた（甲９，１０）」に改め，同頁６行目末尾の次に改行し

て次のとおり加える。 

「オ 平成２７年１０月１２日当時，被控訴人Ｙ９は，その自宅に，「Ｋ一家

 Ｆ會会長代行 Ｄ´」等と記載された名刺，表紙に「Ｃ会Ｋ一家 Ｒ七

代目 Ｆ會」と記載され「Ｋ」の代紋の刻印のあるノート及び被控訴人Ｙ

９の名前が記載された「６月当番表」と題する書面を所持していた（甲４

６）。」 

⑸ 原判決２０頁７行目の「⑵」から８行目の「前記⑴の認定事実に基づき，」

までを「⑵ 上記⑴の認定事実アないしオに基づき，」に，同頁１１行目の「及

び」を「において，平成２１年頃にＤから盃を受けてＤ組等の組員になった旨

を供述しており，」に，同行の「において」を「においても」に，同行並びに

同頁１２行目，１４行目，同行から１５行目にかけて及び１７行目の各「Ｄ組」

をいずれも「Ｄ組等」に，同頁１２行目の「刑務所内においても」を「本件詐

欺行為の実行前に服役していた福島刑務所及び現在服役中の富山刑務所にお

いても，本件訴訟で被控訴人Ｙ９がＤ組等の構成員であるか否かが争われて

いることを認識した後もなお，」に，同頁１４行目の「不利な」を「極めて不

利な」に，同頁２０行目の「構成員でなければ」から２１行目の「ものである」
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までを「構成員であることを前提としなければ容易に想定できないものであ

り，また，前記⑴ウ のとおり，被控訴人Ｙ９が福島刑務所の在監中にＤ組等

の構成員であるＪと養子縁組をしたことも，被控訴人Ｙ９がＤ組等の構成員

でなければ容易に想定し難い行動というべきである」に，同頁２２行目の「前

記⑴ウ」を「前記⑴ 」にそれぞれ改める。 

  ⑹ 原判決２１頁１３行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 

「オ しかも，前記⑴オのとおり，平成２７年１０月１２日当時，被控訴人Ｙ

９は，その自宅に，「Ｋ一家 Ｆ會会長代行 Ｄ´」等と記載された名刺，

表紙に「Ｃ会Ｋ一家 Ｒ七代目 Ｆ會」と記載され「Ｋ」の代紋の刻印の

あるノート及び被控訴人Ｙ９の名前が記載された「６月当番表」と題する

書面を所持しており，これらはいずれも被控訴人Ｙ９がＤ組等の構成員

であることを前提としなければ容易に想定できないものというべきであ

る。」 

⑺ 原判決２１頁１４行目の「オ」を「カ」に，同頁２０行目の「ではない」を

「ではなく」に，同頁２３行目の「から，」を「，上記アないしオの事実を総

合すれば，被控訴人Ｙ９は，本件詐欺行為の当時，Ｄ組等の構成員であったも

のと推認され，この推認を覆すに足りる証拠はないことは前示のとおりであ

るから，」に，同頁２５行目の「Ｄ組」を「Ｄ組等」にそれぞれ改める。 

⑻ 原判決２２頁１行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 

 「キ 被控訴人Ｙ１らは，当審において，被控訴人Ｙ９が，公判段階の被告人

質問においてＤ組等の構成員である旨を供述したのは，Ｄ組等の関係者

が被控訴人Ｙ９の公判を誰も傍聴しておらず，Ｄ組等の構成員を自称し

ていることがＤ組等の関係者に判明する心配はないと思っていたためで

あり，また，Ｄ組等を辞めるつもりであると供述しながらＤ組等に脱退通

知書を送付し又はＤ組等から脱退証明書を取得していないのは，被控訴

人Ｙ９がＤ組等の構成員ではなかったためである旨を主張する。 
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しかしながら，前記アのとおり，被控訴人Ｙ９は，Ｄ組等の関係者に伝

わる可能性が想定される捜査段階の供述においても一貫して自身がＤ組

等の組員であると述べており，暴力団員であるという事実は刑事裁判に

おいて極めて不利な情状であるにもかかわらず，捜査段階から公判段階

まで一貫して自身がＤ組等の組員であると述べていたこと等に加え，被

控訴人Ｙ９が，原審本人尋問において，福島刑務所を出所した後，本件詐

欺行為を含む一連の犯行につき逮捕されるまでの間に，友人，知人や内妻

に対しても自らがＤ組等の組員であると告げており，Ｄ組等の組員を名

乗っていることがＤ組等の組員に知られた場合のことは考えていなかっ

た旨を供述していること（被控訴人Ｙ９本人３３，３４，６８頁）や，Ｄ

組等に脱退通知書を送付し又はＤ組等から脱退証明書を取得していない

のは，むしろＤ組等の組員でありそのことを上記のとおり周囲の者らに

も告げていた被控訴人Ｙ９にＤ組等を脱退する意思がないことの徴表と

みるのが相当であると解されること等に照らせば，被控訴人Ｙ１らの上

記主張は採用することができない。 

なお，被控訴人Ｙ１らは，当審において，被控訴人Ｙ９がＣ会の構成員

として把握されているか否かについての弁護士会からの照会に対して警

視庁が回答しかねると答えたこと（乙１１）を指摘するが，警察庁の通達

において，暴力団情報に関しては，法令の規定により警察において厳格に

管理する責任を負っており，暴力団員等の個人情報の提供については，個

人情報保護に関する法令及び条例の規定に従って行う必要があり，相手

方が行政機関以外の者である場合には，法令の規定に基づく場合のほか

は，当該情報が暴力団排除等の公益目的の達成のために必要であり，かつ，

警察からの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場

合にのみ行うものとされているので（平成３１年３月３０日付け警察庁

丙組組企発第１０５号，丙組暴発第７号），警視庁において特定の個人が
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Ｃ会の構成員として把握されている場合でも，警視庁が上記の基準に照

らして弁護士会からの照会に対する回答において情報提供を差し控える

ことはあり得るのであるから，被控訴人Ｙ１らによる上記の指摘は，被控

訴人Ｙ９がＤ組等の構成員であったことについての前示の認定判断を左

右するものではない。 

以上のほか，その余の被控訴人らの主張も，被控訴人Ｙ９がＤ組等の構

成員であったことについての前示の認定判断を左右するに足りるものと

は認められない。」 

３ 争点２（Ａらは控訴人に対し暴対法３１条の２本文の損害賠償責任を負うか

否か）について 

   ⑴ 前記の前提事実⑴ないし⑻及び認定事実アないしオ並びに以下の括弧内に

掲記した証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。 

ア Ｃ会等について 

 Ｃ会は，平成２５年６月１７日及び平成２８年６月２０日の東京都公

安委員会の各告示をもって，暴対法３条に基づく指定を受けた指定暴力

団である。平成２６年末時点の勢力範囲は１都１道１府１５県に及び，構

成員数は約３４００人（準構成員等を含めると約８５００人）であり，全

暴力団構成員約２万２３００人（準構成員等を含めると約５万３５００

人）に占める割合は約１５．２パーセント（準構成員等を含めると約１５．

９パーセント）で，六代目Ｓ組に次いで日本国内２位である(甲５の１・

３頁，甲６・２頁)。 

平成２６年中，全国の暴力団構成員の検挙人員は４７３４人（準構成員

等を含めると２万２４９５人）であったが，そのうちＣ会の構成員は８３

４人（準構成員等を含めると３７８５人）で，約１７．６パーセント（準

構成員等を含めると約１６．８パーセント）であり，その割合は，Ｃ会の

構成員が全暴力団構成員に占める割合を上回っている（甲６・９頁）。 
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また，東京都内においては，平成２６年中の暴力団構成員等の検挙人員

４９２３人のうちＣ会の構成員は１９２０人（約３９パーセント）であり，

Ｓ組を含む他の暴力団の構成員の検挙人員を大きく上回っている（甲８・

１７８頁）。 

 Ａは，平成１７年４月までＣ会Ｃ一家六代目総長の地位にあり，上記

の東京都公安委員会の各告示においてＣ会を代表する者とされた者であ

って，平成２９年９月１２日に死亡した。 

被控訴人Ｙ７は，平成１０年頃から平成２６年４月１７日までＣ会の

会長の地位にあり，同月１８日以降はＣ会の特別相談役の地位にある者

であって，平成１７年４月からはＣ会Ｃ一家七代目総長の地位にある。 

被控訴人Ｙ８は，同月１７日までＣ会の会長代行の地位にあり，同月１

８日以降はＣ会の会長の地位にある者である。 

イ 暴力団組織の構造及び活動等について 

 暴力団は，一般に，首領を頂点とした封建的家父長制を模した擬制的血

縁関係により構成されており，暴力団の各首領が互いに擬制的血縁関係

を結び，下部団体の首領が上部団体の首領の子分となることによって重

層的な大規模団体を構成することが多い。また，暴力団の社会にあっては，

親分・子分の上下関係は絶対的なものとされ，親分の命令に従うのが子分

としての当分の義務であり，こうした義務や暴力団社会の掟に反し，親分

の支配や集団の一体性を乱した者に対しては，厳しい制裁を加える一方，

親分等の命令に従い組織に貢献した者に対しては，組織内のより高い地

位を始め相応の報酬を与えるなどして内部秩序を保っている。（甲２９・

２頁）  

 暴力団組織内部の下位構成員から上位構成員への資金の流れは，主に

上納金制度を通じて行われている。上納金制度とは，暴力団の組織の維

持・運営に要する資金あるいは首領・幹部自らの生活費や遊興費を賄うた
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めに，構成員から定期的に一定額を組織に納めさせる程度であり，系列内

の上位団体に対しても行われ，暴力団に広くみられるものである。（甲２

９・１５頁） 

 暴力団は，暴力と組織の威力を最大限に利用しつつ，より巧妙かつ効率

的に経済的利益を得るため，経済・社会の発展等に対応して，その資金獲

得活動を変化させ続けており，近年は，その実態を隠蔽しながら各種の事

業活動に進出するなどし，一般社会での不透明な資金獲得活動を活発化

させているほか，振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺等への関与を深め

るなど，その活動分野を更に拡大している状況がうかがわれる。また，近

年の暴力団構成員等の罪種別検挙状況をみると，恐喝，傷害等の暴力団の

威力をあからさまに示す形態の犯罪の割合が減少傾向又は横ばいで推移

する一方で，必ずしも暴力団の威力をあからさまに示す必要のない詐欺

の割合が増加しており（平成１７年は５．８％であったが，平成２６年は

１０．４％に増加している），この背景としては，数次にわたる暴対法の

改正による規制の強化，社会における暴力団排除活動の進展等により，暴

力団の威力をあからさまに示して行う資金獲得活動が困難化したことな

どが考えられる。（甲５の１・６，７頁） 

ウ 特殊詐欺等について 

 特殊詐欺とは，被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼

させ，指定した預貯金口座への振込みその他の方法により，不特定多数の

者から現金等を騙し取る犯罪の総称をいう（甲６・５頁）。 

特殊詐欺の犯行グループは，リーダーや中核メンバーを中心として，電

話を繰り返しかけて被害者をだます「架け子」，自宅等に現金等を受け取

りに行く「受け子」等が役割を分担し，組織的に犯罪を敢行している。ま

た，特殊詐欺の犯行グループの周辺には，犯行に悪用されることを承知し

ながら，犯行拠点をあっせんしたり，他人名義の預貯金口座を供給したり
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する者が存在し，犯行グループの活動を助長している。（甲５の２・４２

頁） 

 特殊詐欺の総検挙人員に占める暴力団構成員等の割合は，平成２６年

は３５．２％，平成２７年は３３．０％，平成２８年は２６．３％，平成

２９年は２５．２％，平成３０年は２２．９％と減少傾向にあるものの，

刑法犯・特別法犯総検挙人員において暴力団構成員等の検挙人員が占め

る割合が平成２６年以降に７％前後で推移し平成３０年に６．３％であ

ることと比較して，依然として高い割合となっている（甲５３・１，２頁）。 

また，特殊詐欺の主犯（首謀者・グループリーダー・張本人等）の検挙

人員に占める暴力団構成員等の割合は平成２６年が２６．８％，平成２７

年が３５．８％，平成２８年が２８．６％，平成２９年が４５．８％，平

成３０年が４５．３％であり，出し子・受け子・見張りの指示役の検挙人

員に占める暴力団構成員等の割合は平成２６年が４７．２％，平成２７年

が４７．６％，平成２８年が４４．４％，平成２９年が３９．３％，平成

３０年が４７．９％であり，暴力団構成員等が主犯又は指示役となる割合

が高いものとなっている（甲５３・２，３頁）。 

 特殊詐欺においては，①共犯者を勧誘して実際に加担させること自体

が相当に困難であり，検挙されるリスクの高い「受け子」や「出し子」の

多くは警察に逮捕されていくため，これらを補充するための勧誘を継続

的かつ強力に行う必要がある，②犯行に用いられる他人名義の携帯電話

や口座等は，指定暴力団を後ろ盾にした闇金融業者等が多重債務者等に

契約等をさせて転売するなどの犯罪行為により入手されるのが実態の通

例である，③詐取金が何人もの共犯者を転々と中継して分配される間に

持ち逃げされたり，役割分担に不満を持つメンバーが指示に従わなかっ

たり，警察にたれ込みをしたりすることのないように犯行グループが互

いに分断されているため，共犯者の統制が困難である，④他の暴力団から
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の金銭要求や襲撃等に対する防衛が必要であるなどの事情から，強い内

部の統制力及び外部への対抗力がなければ犯行グループを維持し運営す

ることは困難であり，指定暴力団員の関与する特殊詐欺においては，指定

暴力団の威力が内部の統制及び外部への対抗に利用されることになると

されている（甲５５・９５ないし９８頁）。 

エ 本件詐欺行為に至る経緯等について 

 被控訴人Ｙ９は，平成２６年５月１８日に福島刑務所を出所した後間

もなく，Ｃ会Ｌ家四代目Ｍ会（以下「Ｍ会」という。）の構成員であるＥ

から，特殊詐欺の受け子を紹介するよう依頼を受けた（甲１４・１頁，甲

１５・１頁，甲２４の２・１０頁，甲２８の１及び２，甲３５・２ないし

１２頁，甲５１・３頁，被控訴人Ｙ９本人１６，６６頁）。 

 Ｎ（以下「Ｎ」という。）は，Ｅから依頼を受けてＥに特殊詐欺の受け

子を紹介するとともに，自ら特殊詐欺の受け子の役割を実行するなどし

ていた者であるが，ＥがＣ会の構成員であったため，Ｅには逆らえないと

ころがあると考えていた。 

また，Ｎは，平成２６年２月ないし３月頃，Ｅの指示により，福島刑務

所において服役していた被控訴人Ｙ９に出所用のスーツを差し入れたこ

とがあり，同年５月下旬頃，Ｅから福島刑務所を出所した被控訴人Ｙ９を

紹介され，被控訴人Ｙ９から「Ｃ会Ｋ一家Ｆ会Ｙ９」と書かれた紙片を手

渡された。 

その後，Ｎは，Ｅの指示により，被控訴人Ｙ９に対し，特殊詐欺の受け

子の役割を実行するためには事前にスーツ，ワイシャツ，ネクタイ，革靴，

ビジネスバッグ等を準備し，髪の色を黒くしてサラリーマンに見えるよ

うにしなければならないこと，指示役から指示された時間に指示された

駅に行って指示役の指示に従って行動すること，現金を受け取る際は指

示役から指示された偽名を名乗ること，現金を受け取った後は指示役か
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ら指示された場所に行き，指示された方法で現金を引き継ぐことなどを

説明した。 

（甲３５・４，５頁，甲４１・２ないし５頁，甲４２・１，２頁） 

 Ｉは，平成２６年５月，Ｏ（「ヒロ」と称する人物。以下「Ｏ」という。）

及びＰ（「トシ」と称する人物。以下「Ｐ」という。）のつてで被控訴人Ｙ

９から仕事を紹介してもらうことになり，被控訴人Ｙ９から電話で指示

を受けて郡山市から新宿駅に上京した。上京のための交通費や上京後の

生活費等は，被控訴人Ｙ９が負担した。 

Ｉは，Ｏから，暴力団員のＰが紹介してくる人だから被控訴人Ｙ９も暴

力団関係の人であると思う，被控訴人Ｙ９が紹介しようとしている仕事

はおそらくすぐに警察に捕まるような違法な仕事であり，１回入ったら

抜けにくくなるかもしれないなどと告げられ，上京後に一旦は，被控訴人

Ｙ９に対し，仕事をすることができない旨を告げたが，被控訴人Ｙ９から，

上京のための交通費や上京後の生活費等を出したのだから郡山市には帰

らせない旨を告げられた。 

Ｉは，Ｏと相談の上，Ｐを通じて被控訴人Ｙ９から紹介される仕事をし

なくて済むようにしてもらうことを依頼したが，被控訴人Ｙ９から，ワイ

シャツ，スラックス，革靴，ビジネスバッグ等を購入するよう指示を受け，

被控訴人Ｙ９に対する恐怖心等から，被控訴人Ｙ９の指示に従ってこれ

らを購入した。なお，これらの購入資金３万円は，Ｎが被控訴人Ｙ９の指

示を受けて同被控訴人からこれを預かり，Ｉに交付したものである。 

そして，Ｉは，被控訴人Ｙ９の指示により特殊詐欺の受け子の役割を実

行することになり，指示役から指示を受けた待機場所に赴いたことがあ

ったが，実際に受け子の役割を実行するには至らなかった。 

（甲３４・２ないし１１頁，甲３６・３頁，甲４１・５ないし７頁，甲４

２・３ないし６頁，甲４７・１１枚目） 
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 その後，Ｉは，Ｐから，被控訴人Ｙ９には話をつけておくので郡山市に

戻ってくるよう告げられ，被控訴人Ｙ９の了解を得て一旦は郡山市まで

戻ったが，その後，自ら被控訴人Ｙ９に連絡を取って上京した。 

そして，Ｉは，「イトウ」，「丸山」，「スズキ」等と称する複数の指示役

から具体的な指示を受けて特殊詐欺の受け子の役割を実行し，特殊詐欺

の被害者から受領した現金をＣ会Ｋ一家Ｑ会の構成員であるＲに交付し

ていた。 

Ｉは，被控訴人Ｙ９から，受け子の役割を実行するための交通費や報酬

とともに生活費を手渡され，受け子の役割を実行する際には，被控訴人Ｙ

９の指示に従って，被控訴人Ｙ９にその進捗状況等を電話で逐一報告し

ていたが，被控訴人Ｙ９がＩの実家の住所を知っていたため，途中で特殊

詐欺のグループを抜けることは難しいと思って受け子の役割を実行し続

けており，逮捕されれば角を立てずに特殊詐欺の組織を抜けられると思

っていた。 

（甲１４・１，２，１０ないし１２頁，甲１５・２，３頁，甲３４・１２

ないし１４頁，甲３６・１，２，４頁，甲３７，甲３８・２ないし４頁，

甲３９・３ないし５頁，甲４０・１，２頁，甲５０） 

 本件詐欺グループは，平成２６年７月６日から同月７日にかけて，本件

詐欺行為を行った。その際，被控訴人Ｙ９は，Ｉに受け子の役割を実行さ

せ，Ｉから，その進捗状況等について逐一報告を受けていた。（甲１４・

３，１０ないし１３頁） 

 被控訴人Ｙ９は，Ｅから支払を受けた詐欺行為の報酬の中からＩに対

する報酬を支払っており，被控訴人Ｙ９はＩが被害者から受け取った金

員の５パーセントを，Ｉはその３パーセントを報酬として受領していた。 

Ｅは，同月１６日，被控訴人Ｙ９の指示により，本件詐欺行為の報酬と

して５０万円を被控訴人Ｙ９の母親名義の預金口座に振り込む方法で支
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払ったが，Ｉは，本件詐欺行為の直後に逮捕されたため，本件詐欺行為の

報酬を受領していない。 

（甲１４・１３ないし１７頁，甲１５・３，４頁，甲１６・１頁） 

      被控訴人Ｙ９は，Ｉに対し，警察に逮捕された場合に被控訴人Ｙ９やそ

の周辺の人物のことについて話さないよう口止めをしており，Ｉが逮捕

された後，自らの費用で弁護士をＩの接見に行かせ，同弁護士を通じて，

関係者のことを話さなければ２０日間で釈放されるなどと告げたため，

Ｉは，被控訴人Ｙ９に対する恐怖心から，逮捕後約３か月間は被控訴人Ｙ

９や関係者の名前を供述しなかった。 

Ｎもまた，家族への仕返し等を恐れ，逮捕後約３か月間はＥの氏名を供

述しなかった。 

（甲１４・１８頁，甲３４・１頁，甲３５・１，２頁，甲４０・１，２頁，

乙５・２頁，被控訴人Ｙ９本人・２５頁） 

  ⑵ 上記⑴の認定に係る事実に基づき，Ａらが控訴人に対し暴対法３１条の２

本文の損害賠償責任を負うか否かを検討する。 

    ア 本件詐欺行為が，Ａらが代表者等の地位にある指定暴力団の指定暴力団

員によって行われたものであることについて 

暴対法３１条の２の「代表者等」とは，「当該暴力団を代表する者又はそ

の運営を支配する地位にある者」（同法３条３号）をいい，「当該暴力団を

代表する者」すなわち会長，総長等と称する暴力団の首領のほか，「その運

営を支配する地位にある者」すなわち暴力団組織の階層的構成においてそ

の運営を支配する立場にある者も含まれる。 

のとおり，Ａは，平成１７年４月までＣ会Ｃ一家六代目総長の

地位にあり，平成２５年６月１７日及び平成２８年６月２０日の東京都公

安委員会による指定暴力団の指定に係る各告示（暴対法７条１項及び暴対

法施行規則５条に基づく公示）においてＣ会を代表する者とされていたも
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のであって，これらの告示は警察組織を統括する同公安委員会による詳細

な実態の調査及び認定並びに審査専門委員の意見に基づく国家公安委員会

の確認を経て行われたもの（暴対法３条３号，６条，７条，３３条，３６条，

暴対法施行規則５条３号等）であるから，Ａは，本件詐欺行為の当時，Ｃ会

を「代表する者」（暴対法３条３号）であったものと認められ，少なくとも

Ｃ会の「運営を支配する地位にある者」（同号）として同法３１条の２の「代

表者等」に該当する者であったと認めるのが相当である。

のとおり，被控訴人Ｙ８は，本件詐欺行為の当時，Ｃ会の会長の地位にあっ

た者であるから，Ｃ会を「代表する者」(同法３条３号)であったと認められ

る とおり，被控訴人Ｙ７は，本件詐欺行為の当時，

Ｃ会の特別相談役の地位にあり，相談役とは，一般に，会社等において社長

等がその役職を後進に継承した後に引き続き重大な事項等について現執行

部等に対する指導や助言等を行う役職をいうところ，被控訴人Ｙ７は，本件

詐欺行為の約２か月半前まで長期にわたりＣ会の会長の地位にあり，平成

１７年４月以降は本件詐欺行為の前後を通じてＣ会Ｃ一家七代目総長の地

位にもある者であって，暴力団組織の階層的支配服従関係

に照らすと，Ｃ会の会長職を後進に継承した後もなお，Ｃ会の特別相談役と

して，Ｃ会の会長等に指導や助言等をすることを通じ，その運営に強い影響

力を有するものと推認され，これを覆すに足りる的確な証拠はないから，被

控訴人Ｙ７は，本件詐欺行為の当時，Ｃ会の「運営を支配する地位にある者」

(同法３条３号)として同法３１条の２の「代表者等」に該当する者であった

と認めるのが相当である。したがって，Ａらは，本件詐欺行為の当時，いず

れも同法３１条の２の「代表者等」に該当する者であったものと認められる。 

そして，上記⑴エの認定に係る事実によれば，本件詐欺行為は，Ｃ会の下

部組織であるＤ組等の構成員である被控訴人Ｙ９及び同じくＣ会の下部組

織であるＭ会の構成員であるＥを含む本件詐欺グループによって行われた
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ものであることが認められるから，本件詐欺行為は，Ａらが代表者等の地位

にある指定暴力団の指定暴力団員によって行われたものと認めるのが相当

である。 

被控訴人Ｙ１らは，Ａが平成１７年４月にＣ会の代表者から引退してお

り，本件詐欺行為の当時Ｃ会の代表者ではなかった旨を主張するが，前示の

とおり，Ａは，同月までＣ会Ｃ一家六代目総長の地位にあり，平成２５年６

月１７日及び平成２８年６月２０日の東京都公安委員会による指定暴力団

の指定に係る各告示においてＣ会を代表する者とされていたものであって，

これらの告示は警察組織を統括する同公安委員会による詳細な実態の調査

及び認定並びに審査専門委員の意見に基づく国家公安委員会の確認を経て

行われたものであるから，Ａは，本件詐欺行為の当時，Ｃ会を「代表する者」

（暴対法３条３号）であったものと認められ，少なくともＣ会の「運営を支

配する地位にある者」（同号）として同法３１条の２の「代表者等」に該当

する者であったと認めるのが相当であり，上記の主張は直ちに採用するこ

とができない。 

    イ 本件詐欺行為が威力利用資金獲得行為を行うについてされたものである

ことについて 

 暴対法３１条の２は，指定暴力団の代表者等は，当該指定暴力団の指定

暴力団員が「当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持，財産の形成若

しくは事業の遂行のための資金を得，又は当該資金を得るために必要な

地位を得る行為」，すなわち「威力利用資金獲得行為」を行うについて他

人の生命，身体又は財産を侵害したときは，一定の場合を除き，これによ

って生じた損害を賠償する責任を負う旨を定めており，民法７１５条の

規定を適用して代表者等の損害賠償責任を追及する場合において生ずる

被害者側の主張立証責任の負担の軽減を図ることを趣旨とする規定であ

ると解されるところ，暴対法３１条の２は，上記「威力利用資金獲得行為」
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の定義につき「当該指定暴力団の威力を利用して」と規定し，同法９条が

指定暴力団員による暴力的要求行為の禁止について相手方に「威力を示

して」要求することを要件としているのと異なり，「威力を利用」すると

の文言を用いており，相手方に「威力を示」すことを要件としていないこ

とに照らせば，同法３１条の２本文の「当該指定暴力団の威力を利用して」

とは，指定暴力団員が，当該指定暴力団に所属していることにより，資金

獲得活動を効果的に行うための影響力又は便益を利用することをいい，

当該指定暴力団の指定暴力団員としての地位と資金獲得活動とが結び付

いている一切の場合をいう趣旨であって，必ずしも当該暴力団の威力が

被害者に対して直接示されることを要しないものと解するのが相当であ

る。 

 前記⑴イ及びウの認定に係る事実によれば，暴力団は，暴力と組織の威

力を最大限に利用しつつ，より巧妙かつ効率的に経済的利益を得るため，

経済・社会の発展等に対応して，その資金獲得活動を変化させ続けており，

近年は，その実態を隠蔽しながら，特殊詐欺等への関与を深めるなど，そ

の活動分野を更に拡大している状況がうかがわれることに加え，特殊詐

欺の犯行グループは，リーダーや中核メンバーを中心として架け子や受

け子等が役割を分担して組織的に犯罪を敢行しており，強い内部の統制

力及び外部への対抗力がなければ犯行グループを維持し運営することは

困難であることなどから，指定暴力団員の関与する特殊詐欺においては，

指定暴力団の威力が内部の統制及び外部への対抗に利用されることにな

ることが認められる。 

そして，前記⑴エの認定に係る事実によれば，本件詐欺行為の当時Ｄ組

等の構成員であった被控訴人Ｙ９は，Ｍ会の構成員であるＥから特殊詐

欺の受け子を紹介するよう依頼を受け，Ｅに対し，本件詐欺行為において

受け子の役割を実行したＩを紹介したことが認められるところ，Ｉは，Ｏ
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から，暴力団員のＰが紹介してくる人だから被控訴人Ｙ９は暴力団関係

の人であると思う，被控訴人Ｙ９が紹介しようとしている仕事はおそら

くすぐに警察に捕まるような違法な仕事であり，１回入ったら抜けにく

くなるかもしれないなどと告げられ，当初は被控訴人Ｙ９に対しこの仕

事はできない旨を告げていたことや，被控訴人Ｙ９に自分の実家の住所

を知られていたため，途中で特殊詐欺のグループを抜けることは難しい

と思って受け子の役割を実行し続け，逮捕されれば角を立てずに特殊詐

欺の組織を抜けられると思っていたこと，被控訴人Ｙ９から同被控訴人

やその周辺の人物のことについて話さないよう口止めをされており，同

被控訴人に対する恐怖心から逮捕後約３か月間は同被控訴人や関係者の

名前を供述しなかったことなどに照らせば，Ｉは，現に指定暴力団員であ

った被控訴人Ｙ９が暴力団の構成員であることを認識していたものと推

認するのが相当である。そして，被控訴人Ｙ９は，Ｉに対し，上京のため

の交通費や上京後の生活費等に加え，特殊詐欺の受け子の役割を実行す

るために必要な衣料品等の購入資金や交通費及び報酬とともにその後の

生活費を手渡すなどして，Ｉが被控訴人Ｙ９に対する恐怖心や経済的な

恩義から受け子の役割の実行を継続せざるを得ない状況を作り出した上，

Ｉに受け子の役割を実行させる際には，その進捗状況等を逐一報告させ

るなどしてＩを自らの統制の下に置き，警察に逮捕された場合に被控訴

人Ｙ９やその周辺の人物のことについて話さないよう口止めをするなど

して，自らの指示により受け子の役割を忠実に実行させていたのである

から，Ｃ会の下部組織であるＤ組等に所属していることにより資金獲得

活動としての本件詐欺行為を効果的に行うための影響力又は便益を利用

していたものと認めるのが相当である。 

また，前記⑴エの認定に係る事実によれば，本件詐欺行為の当時Ｄ組等

の構成員であった被控訴人Ｙ９は，Ｍ会の構成員であるＥの指示を受け
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たＮから出所用のスーツの差し入れを受け，特殊詐欺の受け子の役割を

実行するための準備やその役割を実行する際の具体的な手順等について

説明を受けるなどしたほか，Ｎに対し，特殊詐欺の受け子の役割を実行す

るために必要な衣料品等の購入資金をＩに交付するよう指示するなどし

ていたことが認められるところ，Ｎは，ＥがＣ会の構成員であったため，

Ｅには逆らえないところがあると考えており，Ｅから被控訴人Ｙ９を紹

介された際，同被控訴人からＣ会の下部組織であるＤ組等の肩書を付し

た紙片を手渡されていたことなどに照らせば，Ｅ及び被控訴人Ｙ９がＣ

会の下部組織の構成員であることを認識していたものと認められる。そ

して，Ｅは，Ｎが指定暴力団員であるＥに対する恐怖心から同人の指示に

従うことを利用して，被控訴人Ｙ９に特殊詐欺の受け子の役割を実行す

るための準備やその役割を実行する際の具体的な手順等について説明す

るよう指示をするなどしてＮを本件詐欺行為に加担させ，被控訴人Ｙ９

もまた，Ｎが指定暴力団員である被控訴人Ｙ９に対する恐怖心から同被

控訴人の指示に従うことを利用して，特殊詐欺の受け子の役割を実行す

るために必要な衣料品等の購入資金をＩに交付するよう指示するなどし

てＮを本件詐欺行為に加担させていたのであるから，Ｅ及び被控訴人Ｙ

９は，Ｃ会の下部組織であるＭ会ないしＤ組等に所属していることによ

り資金獲得活動としての本件詐欺行為を効果的に行うための影響力又は

便益を利用していたものと認めるのが相当である。 

  以上によれば，指定暴力団の指定暴力団員である被控訴人Ｙ９及びＥ

がＩ及びＮと共同で行った資金獲得行為としての本件詐欺行為は，当該

指定暴力団に所属していることにより資金獲得活動を効果的に行うため

の影響力又は便益を利用して行われたものと認められ，当該指定暴力団

の指定暴力団員としての地位と資金獲得行為とが密接に結び付いている

ものといえるから，「当該指定暴力団の威力を利用して」行われたものと
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認めるのが相当であり，暴対法３１条の２の「威力利用資金獲得行為」を

行うについてされたものと認められるというべきである。 

 被控訴人Ｙ１らは，被控訴人Ｙ９とＥ及びＩのつながりは，被控訴人Ｙ

９が福島刑務所で服役していたことによって直接又は間接にできた個人

的な人脈であるから，被控訴人Ｙ９がＩを受け子役としてＥに紹介した

ことに関しては威力を利用した行為といえる行為はない旨を主張する。 

しかしながら，上記 において認定し説示したとおり，被控訴人Ｙ９は，

Ｅ及びＩと共同して本件詐欺行為を行うに当たり，指定暴力団（Ｃ会の下

部組織であるＤ組等）に所属していることにより資金獲得活動としての

本件詐欺行為を効果的に行うための影響力又は便益を利用していたもの

と認められ，当該指定暴力団の指定暴力団員としての地位と資金獲得行

為とが密接に結び付いているものといえるから，本件詐欺行為は，指定暴

力団の威力を利用して行われたものとして暴対法３１条の２の「威力利

用資金獲得行為」を行うについてされたものと認めるのが相当であり，被

控訴人Ｙ９とＥ及びＩのつながりが個人的な人脈によるものであるか否

かは，上記の認定判断を左右するものではない。 

 被控訴人Ｙ１らは，当審において，Ｉが被控訴人Ｙ９に対し受け子の仕

事の紹介を受けることを断ったにもかかわらず，被控訴人Ｙ９から交付

された３万円で受け子の仕事をするためのスーツやワイシャツ等を購入

し，受け子の仕事をするために指示された場所で待機をするなどした上，

一旦は郡山市に戻りながら，自ら被控訴人Ｙ９に対し受け子の仕事を紹

介するよう依頼し，以後，逮捕されるまで受け子の仕事を続けたのは，金

を稼ぎたいというＩ自身の意思によるものであり，被控訴人Ｙ９がＣ会

の威力を利用したものとは認められない旨を主張する。 

において説示したとおり，Ｉは，Ｏから，暴力団

員のＰが紹介してくる人だから被控訴人Ｙ９が暴力団関係の人であると
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思う，被控訴人Ｙ９が紹介しようとしている仕事はおそらくすぐに警察

に捕まるような違法な仕事であり，１回入ったら抜けにくくなるかもし

れないなどと告げられ，当初は被控訴人Ｙ９に対しこの仕事はできない

旨を告げていたことや，被控訴人Ｙ９に自分の実家の住所を知られてい

たため，途中で特殊詐欺のグループを抜けることは難しいと思って受け

子の役割を実行し続け，逮捕されれば角を立てずに特殊詐欺の組織を抜

けられると思っていたこと，被控訴人Ｙ９から同被控訴人やその周辺の

人物のことについて話さないよう口止めをされており，同被控訴人に対

する恐怖心から逮捕後約３か月間は同被控訴人や関係者の名前を供述し

なかったことなどに照らせば，Ｉは，現に指定暴力団員であった被控訴人

Ｙ９が暴力団の構成員であることを認識していたものと推認するのが相

当であり，このような状況の下で，被控訴人Ｙ９が，Ｉに対し，上京のた

めの交通費や上京後の生活費等に加え，特殊詐欺の受け子の役割を実行

するために必要な衣料品等の購入資金や交通費及び報酬とともにその後

の生活費を手渡すなどして，Ｉが被控訴人Ｙ９に対する恐怖心や経済的

な恩義から受け子の役割の実行を継続せざるを得ない状況を作り出した

上，Ｉに受け子の役割を実行させる際には，その進捗状況等を逐一報告さ

せるなどしてＩを自らの統制の下に置き，警察に逮捕された場合に被控

訴人Ｙ９やその周辺の人物のことについて話さないよう口止めをするな

どして，自らの指示により受け子の役割を忠実に実行させていたのであ

るから，Ｃ会の下部組織であるＤ組等に所属していることにより資金獲

得活動としての本件詐欺行為を効果的に行うための影響力又は便益を利

用していたものと認められ，Ｉが単に金を稼ぎたいという自身の意思の

みで特殊詐欺の受け子の役割を実行し続けていたとは認められないとい

うべきであり，被控訴人Ｙ１らの上記主張は採用することができない。 

また，被控訴人Ｙ１らは，本件詐欺行為について指定暴力団の威力の利
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用を背景とした資金獲得行為であることを理由として暴対法３１条の２

の「威力利用資金獲得行為」に当たるとすることは，その範囲を「威力利

用資金獲得行為」にとどまらず「これと密接に関連する行為」にまで拡張

するものであり，このような不当な拡張解釈は許されない旨を主張する。

しかしながら，前 において説示したとおり，暴対法３１条の２

本文の「当該指定暴力団の威力を利用して」とは，指定暴力団員が，当該

指定暴力団に所属していることにより，資金獲得活動を効果的に行うた

めの影響力又は便益を利用することをいい，当該指定暴力団の指定暴力

団員としての地位と資金獲得活動とが結び付いている一切の場合をいう

趣旨であると解されるところ，指定暴力団の指定暴力団員である被控訴

人Ｙ９及びＥがＩ及びＮと共同で行った資金獲得行為としての本件詐欺

行為は，当該指定暴力団に所属していることにより資金獲得活動を効果

的に行うための影響力又は便益を利用して行われたものと認められ，当

該指定暴力団の指定暴力団員としての地位と資金獲得行為とが密接に結

び付いているものといえるから，「当該指定暴力団の威力を利用して」行

われたものと認めるのが相当であり，上記の判断は，本件詐欺行為が単に

指定暴力団の威力の利用を背景とした資金獲得行為であることをもって

同条の「威力利用資金獲得行為」に当たることを認めたものではなく，被

控訴人Ｙ１らの主張はその前提を欠くものであって採用することができ

ない。 

 以上のほか，被控訴人Ｙ１らのその余の主張も，暴対法３１条の２本文

に基づくＡらの控訴人に対する損害賠償責任に関する前示の認定判断を

左右するに足りるものとは認められない。 

    ウ 暴対法３１条の２ただし書１号等について 

      被控訴人Ｙ１らは，被控訴人Ｙ９は生活費を得る目的で本件詐欺行為

を行い，本件詐欺行為で得た金員を全て自己の生活費等に費消しており，
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Ｄ組等の関係者は被控訴人Ｙ９が本件詐欺行為で収益を得たことを知ら

ず，Ａらは，本件詐欺行為により直接又は間接にその生計の維持，財産の

形成若しくは事業の遂行のための資金を得，又は当該資金を得るために

必要な地位を得ていないから，本件においては暴対法３１条の２ただし

書１号が適用される旨を主張する。 

しかしながら，前記⑴アないしウの暴力団組織の構造及び活動等（同イ

並びに指定暴力団による組織的な特殊

詐欺の実情等や前記⑴エの本件詐欺行為に至る経緯等に徴すると，指定

暴力団（Ｃ会の下部組織）の構成員である被控訴人Ｙ９が当該指定暴力団

の威力を利用して行った資金獲得行為としての本件詐欺行為によって得

た１０００万円の金員のうち，被控訴人Ｙ９の所属する指定暴力団の組

織に納付されたものが一切なかったとは容易に想定し難く，また，被控訴

人Ｙ１らにおいてＣ会並びにその二次団体及び三次団体の役職にある一

定以上の地位の幹部が所属の組や上部団体に毎月定額の金員を支払って

いることを自認していることや，本件詐欺行為によって得た１０００万

円の全額が専ら被控訴人Ｙ９の個人の用途に供されたことを認めるに足

りる客観的な証拠は存しないこと等に照らせば，仮にその一部が被控訴

人Ｙ９の報酬等として同被控訴人の生活費等に費消されたとしても，そ

のことをもって直ちにＡらが本件詐欺行為により直接又は間接にその生

計の維持，財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得，又は当該資

金を得るために必要な地位を得ていないとは認められないから，被控訴

人Ｙ１らの上記主張は採用することができない。 

 以上のほか，その余の被控訴人Ｙ１らの主張も，暴対法３１条の２ただ

し書１号の適用の有無に関する前示の認定判断を左右するに足りるもの

とは認められない。 

４ 争点３（Ａらは民法７１５条の責任を負うか否か）について 
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  暴対法３１条の２は，民法７１５条の特則として，被害者側の主張立証責任の

負担の軽減の観点から，同条所定の使用者の「事業の執行について」の被用者の

行為という要件に代えて，「威力利用資金獲得行為…を行うについて」の指定暴

力団員の行為であることを指定暴力団の代表者等の損害賠償責任の要件と定め

たものであり，本件において，暴対法３１条の２所定の上記要件を満たしている

と認められることは前記３において争点２（Ａらは控訴人に対し暴対法３１条

の２本文の損害賠償責任を負うか否か）について説示したとおりであるから，争

点３（Ａらは民法７１５条の責任を負うか否か）については判断を要しないもの

というべきである。 

 ５ 争点４（本件詐欺行為により控訴人が受けた損害の額）について 

⑴ 財産的損害について 

   控訴人は，本件詐欺行為により１０００万円を詐取されたのであるから，同

額の損害を被ったものと認められる。 

 ⑵ 精神的損害について 

 前提事実⑴によれば，控訴人は，本件詐欺グループにより，息子が現金を至

急必要とする状態にあるとの虚偽の情報を告げられ，不安な心理状態を利用

されて金員を詐取されるに至ったものであり，指定暴力団の指定暴力団員ら

による組織的犯罪によって生活の平穏を害されて精神的打撃を受けるなど，

本件詐欺行為により多大な精神的苦痛を被ったものと認められる。加えて，本

件詐欺行為が，息子の身を案じる親の心情につけ入る卑劣な手口であり，被害

金額が高額に及んでいることなど，本件に現れた一切の事情（当審において控

訴人が指摘するように，詐取された金員の取戻しには多大な困難が伴い相当

の期間を要すると見込まれ，控訴人は独居の高齢者であって被害金額は老後

の生計の資金に充てることが予定されていたとみられるなどの事情を含む。）

を総合考慮すれば，控訴人の被った精神的苦痛は，財産的損害の賠償をもって

完全に慰謝されるものとはいえないから，慰謝料として，上記⑴の財産的損害
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の１割に相当する１００万円の賠償を認めるのが相当である。 

 弁護士費用について 

  不法行為の被害者が，自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀な

くされ，訴訟追行を弁護士に委任した場合には，その弁護士費用は，事案の難

易，請求額，認容された額その他諸般の事情を総合考慮して相当と認められる

額の範囲内のものに限り，当該不法行為と相当因果関係に立つ損害というべ

きであるところ（最高裁昭和４１年(オ)第２８０号同４４年２月２７日第一

小法廷判決・民集２３巻２号４４１頁），本件におけるこれらの諸般の事情（当

審における控訴人の指摘に係る主張立証活動に要する労力の程度などの事情

を含む。）を総合考慮すれば，本件詐欺行為と相当因果関係に立つ損害と認め

られる弁護士費用の額は，上記⑴の財産的損害及び上記⑵の慰謝料の合計額

１１００万円の１割に相当する１１０万円とするのが相当であるというべき

である。 

 ⑷ 小括 

   以上によれば，本件詐欺行為により控訴人が受けた損害の額は，上記⑴の財

産的損害として１０００万円，上記⑵の慰謝料として１００万円，上記⑶の弁

護士費用として１１０万円の合計１２１０万円と認めるのが相当である。 

   したがって，①本件詐欺行為を行った被控訴人Ｙ９は，民法７１９条１項前

段に基づく共同不法行為による損害賠償責任として，暴対法３１条の２の「代

表者等」である被控訴人Ｙ７及び被控訴人Ｙ８は，同条本文に基づく損害賠償

責任として，控訴人に対し，それぞれ相互に連帯して（被控訴人Ａ承継人らと

１２１０万円及び

これに対する本件詐欺行為の日である平成２６年７月７日から支払済みまで

民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義務を負うものであり，②

暴対法３１条の２の「代表者等」であるＡの相続人である被控訴人Ａ承継人ら

は，同条本文に基づく損害賠償責任の相続債務として，控訴人に対し，被控訴
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人Ｙ９，被控訴人Ｙ７及び被控訴人Ｙ８と連帯して， Ａの妻である被控訴人

Ｙ４（相続分２分の１） Ａの亡長女の子である被控訴人Ｙ１

並びにＡの子である被控訴人Ｙ５及び被控訴人Ｙ６（相続分各８分の１）がそ

Ａの亡二女（Ｂ）の子である被控訴人Ｙ２及び

Ｙ３（相続分各１６分の１）がそれぞれ７５万６２５０円並びにこれらに対す

る上記の遅延損害金の支払義務を負うものである。  

 ６ 結論 

以上によれば，控訴人の請求は，①被控訴人Ｙ１，被控訴人Ｙ５及び被控訴人

Ｙ６に対し各１５１万２５００円，②被控訴人Ｙ２及び被控訴人Ｙ３に対し各

７５万６２５０円，③被控訴人Ｙ４に対し６０５万円，④被控訴人Ｙ７，被控訴

人Ｙ８及び被控訴人Ｙ９に対し各１２１０万円の損害賠償金並びにこれらに対

する本件詐欺行為の日である平成２６年７月７日から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払（上記④の被控訴人３名の間では相互の

連帯支払，上記④の被控訴人３名と上記①ないし③の被控訴人Ａ承継人らとの

間では上記①ないし③の各金員の限度での連帯支払）を求める限度で理由があ

り，その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却するのが相当であっ

て，原判決中これと異なる部分は相当でなく，控訴人の控訴は一部理由があるか

ら，これに基づき原判決を上記のとおり変更することとして，主文のとおり判決

する。 
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